
第１章
災害時における栄養・食生活支援対応

保健所管理栄養士へのメッセージ：

　栄養・食生活支援の必要性を過去の体験から学んでほしい。
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事例２ 

【管理栄養士の専門性を発揮した支援内容】 

保健所管理栄養士等が災害発生時に早期に適切な活動を行い被災者の食生

活の早期支援が図れるよう、今後の災害に備え、震災の活動や資料等を整理し、

冊子としてまとめ全国に情報発信した。また、簡単にできる献立集も発行し、

被災地はもちろん、それ以外の県民や給食施設にも啓発した。 

① 震災の経験から得た被災地における食生活改善活動や災害時への備えに

ついてまとめ、「災害時食生活改善活動ガイドライン」（発行：平成 8年 3

月）を作成した。また、ガイドラインの普及のため、活用研修会を実施した。

② 仮設住宅では、調理器具が充分にそろっていないことなどから、簡単にで

きる献立表や調理の工夫等の啓発資料を各保健所が作成し、巡回栄養指導や

健康栄養教室等で使用した。そこで、災害の栄養指導が円滑にできるよう「簡

単にできる料理献立集」を発行し、仮設住宅、災

害復興公営住宅等への巡回・訪問栄養指導等に活

用した。また、栄養調査ではビタミン不足が懸念

されたことから、野菜の摂取を増やすための献立

集も発行した。 

さらに、被災地以外の県民に対しても、冊子を

活用した研修会を持つなど普及啓発を行った。 

【問題点】 

 震災後の被災地の給食施設は、調理器具や食器損壊、ライフラインの停止等、

甚大な被害が発生。道路が寸断され、食材入手が困難なり、在庫食品等を活用

し給食を提供していた。また、病院等では、特に治療食等の確保が困難であっ

た。  

 

事例３ 

【管理栄養士の専門性を発揮した支援内容】 

 災害等発生時においても、給食施設が利用者に安全かつ適切な食事を継続提

供するため、平成９年度に保健所単位、平成１０年度に全県の給食施設協議会

を設立し、相互支援体制を構築してきた。    

現在、保健所管理栄養士の指導・助言のもと、各協議会単位に相互支援マニ

ュアルが策定されており、以降も継続的に支援に関する調査やマニュアルの見

直修正、実地訓練等を行っている。また、自治体防災と連携し、自治体が実施

する防災訓練に給食支援団体として参加している協議会もある。 

　現在は、大規模災害に対応し、より広域での相互支援体制の整備についても

検討している。 

① 各協議会内での相互支援体制整備 

ア 相互支援体制整備マニュアルの見直し 

協議会内にワーキング会議等を設置し、相互支援に関する調査、緊急

連絡網の整備、支援方法の検討（支援施設、支援食、支援人数、運搬方法

等）、災害時備蓄食品の保管等について検討している。 
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(2) 新潟県中越地震 

地震規模・ 

被害状況 

① 発災期日：平成１６年１０月２３日（土）午後5時56分 

② 震    度：７（川口町）、震度 6強（小千谷市、小国町（現：長岡市）、長

岡市、十日町市他 中越地方） 

③ 被害状況 

人的被害：死者 68 人、行方不明者 0 人、重傷者 632 人、軽傷者 4,163 人 

住家被害：全壊 3,175 棟（3,139 世帯）、大規模半壊 2,167 棟（2,154 世帯）、

半壊 11,643 棟（11,935 世

帯） 

水道断水：約 129,750 戸 

ガス供給停止：約 5万 6 千戸 

停  電：約 30 万戸 

避難者数：103,178 人        

栄養・食生活支援 

ポイント 

(キーワード) 

①避難所被災者の栄養・食生活支援のため、平成 9 年に締結した支援協定に

より栄養士会の協力を得ながら、保健所に栄養指導班を設置し、避難所の巡

回栄養・食生活相談を実施した。

②被災以前の生活には戻れぬ被災者には、心身共に健康を回復するための長期

的な支援が必要であった。

【問題点】 

避難者の個別栄養相談 

避難所生活における、精神的ストレス、疲労、偏った食生活等により、血圧

の上昇、便秘、食事コントロールの不良等を訴える者が出てきた。しかし、状

況把握や支援体制構築の意識共有・調整には時間を要した。 

事例１ 
【管理栄養士の専門性を発揮した支援内容】 

栄養指導班を設置した保健所の管理栄養士（班長）は、必要な支援を行うた

め、被災市町村や看護職と連携し被災者の栄養状態のアセスメントを行い、支

援が必要な被災者をピックアップし、栄養指導班編成のための調整を行った。

班員である保健所管理栄養士（他地域からの派遣）は、栄養士会員とともに

チームを組み、特別用途食品等を持参しながら避難所を巡回し、個別栄養相談

と炊き出しの栄養管理指導を行った。 

事例２ 

【問題点】 

被災以前の生活に戻れぬ失望感等が来す精神的ストレス及び仮設住宅の入

居等に伴う食環境の大きな変化により、不規則な食生活が習慣化しつつあっ

た。 
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(4) 能登半島地震 

地震規模・ 

被害状況 

① 発災期日：平成１９年３月２５日（日）９時４２分 

② 震    度：６強（輪島市、七尾市、穴水町） 

③ 被害状況 

人的被害：死者 1 人、重傷者 88 人、軽

傷者 250 人 

住家被害：全壊 686、半壊 1,740 棟 

水道断水：約 13,290 戸 

停  電：約 11 万戸 

電話不通：260 回線   

 避難者数：2,624 人        

      「平成 19 年能登半島地震災

害記録誌」（石川県危機対策課）より 

栄養・食生活支援 

ポイント 

(キーワード) 

①食の問題は、災害発生当初から即時に生じてくるため、早期から管理栄養士

の現地派遣による栄養・食生活支援が必要である。 

②避難者の食事を対象に応じた適切なものにするためには、長期化をも想定し

た自衛隊への適切な支援依頼と、自治体の献立等住民に合わせた調整が必要

である。

【問題点】  

①市町村要請により自衛隊から、発災当日の夕食から｢おにぎり｣、翌日からは

｢おにぎり 2個とカップみそ汁｣が提供されたが、自衛隊に対して副食を依頼

していなかったため、主食に偏った食事提供になった。 

②副食提供後も内容が自衛官用献立のため、高齢者の嗜好や身体状況に合わ

ず、献立変更が必要となった。 
事例１ 

【管理栄養士の専門性を発揮した支援内容】 

①市町災害対策本部に情報提供し、自衛隊による副食提供を開始した。 

②献立内容について具体的な指導及び調整を行うとともに、強化米導入を提案

し実施した。 

③野菜ジュース等支援食料の供給調整や特別用途食品等の活用により、避難者

全体の食事調整を行い、野菜摂取減によるビタミン不足を補った改善した。

事例２ 

【問題点】 

①震災 3 日目の夕方から、被災者に体調不良、食欲不振、便秘、下痢等が多発

した。 

②糖尿病・高血圧等の慢性疾患をもつ患者に病態悪化が見え始めた。 

 乳幼児やアレルギー食等についての食事指導・個別対応が求められた。 
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